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○
内
閣
府
令
第

号

会
社
法
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
八
十
七
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
並
び
に

資
産
の
流
動
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
百
五
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
及
び
同
法
を
実
施
す
る
た
め
、
特
定
目
的

信
託
の
権
利
者
集
会
等
の
招
集
通
知
に
添
付
す
べ
き
議
決
権
を
行
使
す
る
た
め
の
書
面
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
二
年
総
理
府

令
第
百
三
十
六
号
）
の
全
部
を
改
正
す
る
内
閣
府
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
八
年

月

日

内
閣
総
理
大
臣

小
泉
純
一
郎

特
定
目
的
信
託
の
権
利
者
集
会
等
に
関
す
る
規
則

（
目
的
）

第
一
条

こ
の
府
令
は
、
資
産
の
流
動
化
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
の
委
任
に
基
づ
き
特
定
目
的
信
託
の
権

利
者
集
会
等
に
関
す
る
事
項
そ
の
他
法
の
施
行
に
必
要
な
事
項
を
定
め
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
定
義
）

第
二
条

こ
の
府
令
に
お
い
て
「
受
益
証
券
」
、
「
受
託
信
託
会
社
等
」
、
「
代
表
権
利
者
」
又
は
「
特
定
信
託
管
理
者
」
と
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は
、
そ
れ
ぞ
れ
法
第
二
条
に
規
定
す
る
受
益
証
券
、
受
託
信
託
会
社
等
、
代
表
権
利
者
又
は
特
定
信
託
管
理
者
を
い
う
。

（
権
利
者
集
会
の
招
集
の
決
定
事
項
）

第
三
条

法
第
二
百
四
十
二
条
第
四
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
会
社
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
八
十
六
号
）
第
七
百

十
九
条
第
四
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一

次
条
の
規
定
に
よ
り
、
法
第
二
百
四
十
五
条
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
会
社
法
第
三
百
一
条
の
規
定
に

よ
り
交
付
す
べ
き
書
類
（
以
下
「
権
利
者
集
会
参
考
書
類
」
と
い
う
。
）
に
記
載
す
べ
き
事
項

二

特
定
の
時
（
権
利
者
集
会
の
日
時
以
前
の
時
で
あ
っ
て
、
法
第
二
百
四
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
通
知
を
発
し
た

時
か
ら
二
週
間
を
経
過
し
た
時
以
後
の
時
に
限
る
。
）
を
も
っ
て
書
面
に
よ
る
議
決
権
の
行
使
の
期
限
と
す
る
旨
を
定
め

る
と
き
は
、
そ
の
特
定
の
時

（
権
利
者
集
会
参
考
書
類
）

第
四
条

権
利
者
集
会
参
考
書
類
に
記
載
す
べ
き
事
項
は
、
次
条
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

２

招
集
者
（
受
託
信
託
会
社
等
、
代
表
権
利
者
又
は
特
定
信
託
管
理
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
は
、
権
利
者
集
会
参
考
書

類
に
記
載
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
、
招
集
通
知
（
法
第
二
百
四
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
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）
を
発
出
し
た
日
か
ら
権
利
者
集
会
の
前
日
ま
で
の
間
に
修
正
す
べ
き
事
情
が
生
じ
た
場
合
に
お
け
る
修
正
後
の
事
項
を
権

利
者
に
周
知
さ
せ
る
方
法
を
、
当
該
招
集
通
知
と
併
せ
て
通
知
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
権
利
者
集
会
参
考
書
類
の
記
載
事
項
）

第
五
条

権
利
者
集
会
参
考
書
類
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

議
案

二

議
案
が
代
表
権
利
者
の
選
任
に
関
す
る
議
案
で
あ
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項

イ

候
補
者
の
氏
名
又
は
名
称

ロ

候
補
者
の
略
歴
又
は
沿
革

ハ

候
補
者
が
受
託
信
託
会
社
等
と
特
別
の
利
害
関
係
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
事
実
の
概
要

三

議
案
が
代
表
権
利
者
の
解
任
に
関
す
る
議
案
で
あ
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項

イ

代
表
権
利
者
の
氏
名
又
は
名
称

ロ

解
任
の
理
由

２

権
利
者
集
会
参
考
書
類
に
は
、
前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
権
利
者
の
議
決
権
の
行
使
に
つ
い
て
参
考
と
な
る
と
認
め
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る
事
項
を
記
載
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

同
一
の
権
利
者
集
会
に
関
し
て
権
利
者
に
対
し
て
提
供
す
る
権
利
者
集
会
参
考
書
類
に
記
載
す
べ
き
事
項
の
う
ち
、
他
の

書
面
に
記
載
し
て
い
る
事
項
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
事
項
は
、
権
利
者
に
対
し
て
提
供
す
る
権
利
者
集
会
参
考
書
類
に
記

載
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
他
の
書
面
に
記
載
し
て
い
る
事
項
が
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

４

同
一
の
権
利
者
集
会
に
関
し
て
受
益
証
券
の
権
利
者
に
対
し
て
提
供
す
る
招
集
通
知
の
内
容
と
す
べ
き
事
項
の
う
ち
、
権

利
者
集
会
参
考
書
類
に
記
載
し
て
い
る
事
項
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
事
項
は
、
受
益
証
券
の
権
利
者
に
対
し
て
提
供
す
る

招
集
通
知
の
内
容
と
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

（
議
決
権
行
使
書
面
）

第
五
条

法
第
二
百
四
十
五
条
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
会
社
法
第
三
百
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
交
付
す

べ
き
議
決
権
行
使
書
面
（
以
下
「
議
決
権
行
使
書
面
」
と
い
う
。
）
に
記
載
す
べ
き
事
項
は
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一

各
議
案
（
次
の
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
も
の
）
に
つ
い
て
の
賛
否
（
棄
権

の
欄
を
設
け
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
棄
権
を
含
む
。
）
を
記
載
す
る
欄
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イ

二
以
上
の
代
表
権
利
者
の
選
任
に
関
す
る
議
案
で
あ
る
場
合

各
候
補
者
の
選
任

ロ

二
以
上
の
代
表
権
利
者
の
解
任
に
関
す
る
議
題
で
あ
る
場
合

各
代
表
権
利
者
の
解
任

二

前
号
の
欄
に
記
載
が
な
い
議
決
権
行
使
書
面
が
招
集
者
に
提
出
さ
れ
た
場
合
に
お
け
る
各
議
案
に
つ
い
て
賛
成
、
反
対

又
は
棄
権
の
い
ず
れ
か
の
意
思
の
表
示
が
あ
っ
た
も
の
と
す
る
取
扱
い
の
内
容

三

議
決
権
の
行
使
期
限

四

議
決
権
を
行
使
す
べ
き
受
益
証
券
の
権
利
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る
議
決
権
の
数
（
次
の
イ

又
は
ロ
に
掲
げ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
事
項
を
含
む
。
）

イ

議
案
ご
と
に
当
該
受
益
証
券
の
権
利
者
が
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る
議
決
権
の
数
が
異
な
る
場
合

議
案
ご
と
の
議

決
権
の
数

ロ

一
部
の
議
案
に
つ
き
議
決
権
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合

議
決
権
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る
議
案
又
は

議
決
権
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
議
案

２

同
一
の
権
利
者
集
会
に
関
し
て
受
益
証
券
の
権
利
者
に
対
し
て
提
供
す
る
招
集
通
知
の
内
容
と
す
べ
き
事
項
の
う
ち
、
議

決
権
行
使
書
面
に
記
載
し
て
い
る
事
項
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
事
項
は
、
招
集
通
知
の
内
容
と
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。
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３

同
一
の
権
利
者
集
会
に
関
し
て
受
益
証
券
の
権
利
者
に
対
し
て
提
供
す
る
議
決
権
行
使
書
面
に
記
載
す
べ
き
事
項
（
第
一

項
第
二
号
又
は
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
に
限
る
。
）
の
う
ち
、
招
集
通
知
の
内
容
と
し
て
い
る
事
項
が
あ
る
場
合
に
は
、
当

該
事
項
は
、
議
決
権
行
使
書
面
に
記
載
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

（
書
面
に
よ
る
議
決
権
行
使
の
期
限
）

第
八
条

法
第
二
百
四
十
五
条
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
会
社
法
第
三
百
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
内
閣
府

令
で
定
め
る
時
は
、
権
利
者
集
会
の
日
時
の
直
前
の
権
利
者
集
会
の
招
集
者
の
営
業
時
間
の
終
了
時
（
第
三
条
第
二
号
に
規

定
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
同
号
の
特
定
の
時
）
と
す
る
。

（
受
託
信
託
会
社
等
の
説
明
義
務
）

第
九
条

法
第
二
百
四
十
九
条
第
一
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
会
社
法
第
三
百
十
四
条
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定

め
る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。

一

受
益
証
券
の
権
利
者
が
説
明
を
求
め
た
事
項
に
つ
い
て
説
明
を
す
る
た
め
に
調
査
を
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
場
合
（

次
に
掲
げ
る
場
合
を
除
く
。
）

イ

当
該
受
益
証
券
の
権
利
者
が
権
利
者
集
会
の
日
よ
り
相
当
の
期
間
前
に
当
該
事
項
を
受
託
信
託
会
社
等
に
対
し
て
通
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知
し
た
場
合

ロ

当
該
事
項
に
つ
い
て
説
明
を
す
る
た
め
に
必
要
な
調
査
が
著
し
く
容
易
で
あ
る
場
合

二

受
益
証
券
の
権
利
者
が
説
明
を
求
め
た
事
項
に
つ
い
て
説
明
を
す
る
こ
と
に
よ
り
受
託
信
託
会
社
等
そ
の
他
の
者
（
当

該
受
益
証
券
の
権
利
者
を
除
く
。
）
の
権
利
を
侵
害
す
る
こ
と
と
な
る
場
合

三

受
益
証
券
の
権
利
者
が
当
該
権
利
者
集
会
に
お
い
て
実
質
的
に
同
一
の
事
項
に
つ
い
て
繰
り
返
し
て
説
明
を
求
め
る
場

合
四

前
三
号
に
掲
げ
る
場
合
の
ほ
か
、
受
益
証
券
の
権
利
者
が
説
明
を
求
め
た
事
項
に
つ
い
て
説
明
を
し
な
い
こ
と
に
つ
き

正
当
な
理
由
が
あ
る
場
合

（
議
事
録
）

第
十
条

法
第
二
百
四
十
九
条
第
一
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
会
社
法
第
七
百
三
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
権

利
者
集
会
の
議
事
録
の
作
成
に
つ
い
て
は
、
こ
の
条
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

２

権
利
者
集
会
の
議
事
録
は
、
書
面
を
も
っ
て
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

権
利
者
集
会
の
議
事
録
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
内
容
と
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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一

権
利
者
集
会
が
開
催
さ
れ
た
日
時
及
び
場
所

二

権
利
者
集
会
の
議
事
の
経
過
の
要
領
及
び
そ
の
結
果

三

権
利
者
集
会
に
出
席
し
た
受
託
信
託
会
社
等
の
代
表
者
又
は
特
定
信
託
管
理
者
の
氏
名
又
は
名
称

四

権
利
者
集
会
の
議
長
が
存
す
る
と
き
は
、
議
長
の
氏
名

五

議
事
録
の
作
成
に
係
る
職
務
を
行
っ
た
者
の
氏
名
又
は
名
称

（
種
類
権
利
者
集
会
）

第
十
一
条

次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
も
の
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

一

第
三
条

法
第
二
百
五
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
百
四
十
二
条
第
四
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
会

社
法
第
七
百
十
九
条
第
四
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項

二

第
四
条
か
ら
第
七
条
ま
で

法
第
二
百
五
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
百
四
十
五
条
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替

え
て
準
用
す
る
会
社
法
第
三
百
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
書
類
及
び
議
決
権
行
使
書
面

三

第
八
条

法
第
二
百
五
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
百
四
十
五
条
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
会

社
法
第
三
百
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
時
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四

第
九
条

法
第
二
百
五
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
百
四
十
九
条
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
会
社
法
第

三
百
十
四
条
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
場
合

五

第
十
条

法
第
二
百
五
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
百
四
十
九
条
第
一
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
会

社
法
第
七
百
三
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
権
利
者
集
会
の
議
事
録
の
作
成

２

前
項
第
五
号
の
規
定
に
よ
り
作
成
す
る
種
類
権
利
者
集
会
の
議
事
録
は
、
前
条
第
三
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の
ほ
か
、
法

第
二
百
五
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
述
べ
ら
れ
た
意
見
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
意
見
の
内
容
の
概
要
を
内
容
と
す
る
も
の
で
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。


